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和室を，机・椅子を使用した会議室にしました
快適な空間で実りあるお時間のためにご活用ください

※  その他の会議室は裏表紙に記載しています

●新規採用者の皆様へ
●各事業のお知らせとお願い
●数字パズル・LINE公式アカウントについて・
　口座変更のお願い
●会議室・駐車場・会員証

ＬＥＤ照明で明るく

カーペットで快適

幕板付きテーブル・椅子も新調

４３年目のリニューアル４３年目のリニューアル

互助組合会館３階和室が第２小会議室として新しくなりました互助組合会館３階和室が第２小会議室として新しくなりました
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2024（令和６）年度 事業方針並びに事業計画
　本互助組合は，鹿児島県における教育文化の発展に寄与し，組合員の福利厚生の向上を図るため，「一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき，各種事業の自主的・自律的な運営に努めているとこ
ろです。
　猛威を振るった新型コロナウイルス感染症（COVID -19）が５類感染症に位置づけられて以降，社会・
経済活動は，同感染症拡大前の活動を徐々に取り戻し，今後ますますその動きは活発化するものと思われ
ます。
　学校現場におきましても子ども達の健やかな学びのため，各種教育活動が日々行われています。
一方，教職員を取り巻く環境は，労働時間の増大や教員不足が深刻な課題となるなど，心身への負担が大
きくなっています。そのような中，本互助組合が行う様々な福利厚生事業は，教職員一人ひとりが，心身
ともに健康で安心して教育活動に専念できるような生活を支えることであり，その担う役割は大きく，
重要であります。
　世界経済は，堅調に推移していた欧米経済も金融引き締めの影響が強まり，停滞ないし後退の見込みと
されており，中国経済においても，多くの課題を抱え低迷期からの回復力は弱いと予想されています。
そのような中，日本経済は回復基調にありますが，「物価安定の目標」までは至っていません。今後，欧
米での金融不安の再燃，長期化しているロシアのウクライナ侵攻や緊迫する中東情勢など地政学的リスク
も懸念されることから，本互助組合の資産運用につきましては，それら様々なリスクを認識し，世界経済
の動向を注視しながら安定した運用を行います。
　2024（令和６）年度予算については，経常収益が10億3,246万円，経常費用が９億3,815万円，経常
増減額は9,431万円を見込み，正味財産期首残高として25億2,811万円，正味財産期末残高が26億2,242
万円と見込んでおり，引き続き，自立・持続可能な組織として，健全な財政運営を確保するとともに各種
事業の充実に努めます。
　本年度は，上記のこと等を踏まえ，次の諸点について重点的に取り組みます。

　本県教育に携わるすべての組合員のニーズを踏まえ，組合員及び被扶養者の福利厚生の更なる向上
を図るため，給付事業をはじめ，貸付事業や退職互助事業など全ての事業の充実に努めます。

2024（令和６）年度　役員紹介
役 職 名 氏　　名 役 職 名 氏　　名 役 職 名 氏　　名
理 事 長
副理事長
　 〃 　
理 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　

地頭所　　　恵
中川路　　　守
吉 竹 資 英
本　田　真知子
田 中 　 誠
朝 野 竜 輔
折 田 真 子

理 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　

櫻 井 律 子
水 間 悦 郎
伊地知　樹　理
森 豊 貴 志
荒 田 明 彦
神宮司　浩　章

専務理事
常務理事
　 〃 　
監 事
　 〃 　
　 〃 　
　 〃 　

大 口 浩 嗣
吉 元 　 浩
益 田 高 雄
北 原 政 文
榎　薗　美保子
外 園 賢 治
竹　下　由美子

１ 福利厚生事業

　本県における教育文化の振興を図るため，公益目的支出計画に基づき，引き続き県教職員共助会と
共催してスクールコンサートを実施します。

２ 公益文化事業

　健全な財政運営を確保するため，我が国及び世界の動向等について幅広く情報収集を行うとともに，
適切な資産構成の在り方を検討し，より安全で安定した資産運用に努めます。

３ 資産運用

　本互助組合の情報セキュリティポリシーを遵守しながら，メディアを活用した積極的な情報発信に
努め，本互助組合の各種事業についての周知を図るとともに組合員の利便性向上を図ります。

４ 情報発信

　効率的な事業運営及び事業改善に努めるとともに，老朽化に伴う会館施設設備の必要な修繕，更新
を進めてまいります。

５ 管理運営・設備更新
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2024（令和６）年度予算は，第５回理事会（２月５日開催）で承認を受け，臨時評議員会（３月27日開催）で報告・了承されました。

土地･建物・
什器備品等
3億3,779万円

1.5%
貸付金

22億9,726万円
10.1%

預金・有価証券
200億600万円
88.4%

預金・有価証券
200億600万円
88.4%

引当金
11億3,048万円

5.6%
正味財産

26億2,242万円

現職組合員
掛金・積立金
預り金

188億8,644万円
94.3%

現職組合員
掛金・積立金
預り金

188億8,644万円
94.3%

預り金・
未払金等
171万円
0.1%

資産
226億4,000万円

負債及び正味財産
226億4,000万円

収支予算

※　収支予算に含まれないもの
　　債券の評価損益，掛金・積立金等の預り金，貸付金，貸付償還金，
　　貸付保証保険料預り金，退職時に給付する退職生業資金，積立金

収支予算補足説明
現職掛金拠出金
　現職組合員掛金の10％
退教互拠出金
　退教互加入者（継続組合員）の拠出金
有価証券等利息
　普通預金・定期預金・金銭信託・
　有価証券等の利息
事業収益等
　会館会議室及び駐車場の使用料及び
　雑収入
正味財産増減額
 （収益－費用）の余剰＝正味財産の増
現職給付事業費
　現職組合員への給付金・見舞金
貸付事業費
　貸付保証保険料（互助組合負担分）
公益文化事業費
　スクールコンサート事業費
管理費等
　人件費・事務費・需用費等
引当金繰入額
　次年度以降必要な引当金の不足額
減価償却費
　建物・備品・ソフトウェア等の資産
　価値の減少分

2024（令和6）年度末
資産内訳
（見込み）

引当金（11億3,048万円）の内訳
現職給付引当金
退教互給付引当金
退職給付引当金
賞与引当金

2億8,327万円（1年分）
8億1,288万円
3,010万円（職員の退職金）
423万円

資　産

2024（令和６）年度 予算概要2024（令和６）年度 予算概要

2023（令和５）年度決算は，次号に掲載予定です。

互助組合が2025
（令和７）年３月末
に保有する財産の見
込みです。どのよう
な形で保有している
かを示しています。

現職給付事業費
2億5,778万円
27.5%現職見舞金事業費

2,330万円
2.5%

現職掛金拠出金
6,945万円
6.7%

退教互拠出金
4,390万円
4.3%

貸付利息
1,914万円
1.9%

有価証券等利息
4億8,979万円
47.4%

事業収益等
228万円
0.2%

引当金取崩額等
4億791万円
39.5%

減価償却費
1,352万円
1.4%

引当金繰入額
3億4,682万円
37.0%

管理費
1億7,289万円
18.4%

費用
９億

3,815万円

退教互給付事業費
1億2,200万円
13.0%

公益文化事業費等
150万円
0.2%

貸付事業費
34万円
0.0%

正味財産増減額
9,431万円

収益
10億

3,246万円

負　債

正味財産

資産の今後の利用予
定（支払予定）を示
しています。現職組
合員からの掛金と積
立金は負債（預り金）
として管理し，退職
時にお返しします。

資産から負債を除い
た互助組合の純粋な
財産です。

この予算の財務諸表は互助組合ホームページ「互助組合とは」→「情報公開」→「事業報告」のＰＤＦファイルでご確認ください。
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2024（令和６）年４月１日から施行

2024（令和６）年３月27日に開催された臨時評議員会
において以下の規定改正が承認されました。

給付規程・特別見舞金規程において結婚・配偶者の定義を改めました

■パートナーシップ形成者も配偶者として給付の対象となりました。（居住地におけるパート
　ナーシップ宣誓制度の導入及び宣誓の有無に関わらず給付の対象です。）
■退職互助規程（保養施設利用補助金）の「配偶者」の定義についても同様の改正を行いました。

給付規程（出産補助金）

第３条の10　組合員又は組合員の配偶者及び被扶養者が出産（妊娠13週（85日）以上の死
産，流産等を含む。）したときは，出産補助金を給付する。

第３条の10　組合員又は組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者及びパートナーシップを形成した者を含む。）及び被扶養者が出産（妊娠13週（85日）
以上の死産，流産等を含む。）したときは，出産補助金を給付する。

 （第２項，第３項は略）
４　本規程においてパートナーシップとは，互いを人生のパートナーとして，日常生活におい
て相互に責任をもって協力し合うことを約束した一方又は双方が性的少数者（性的指向が異
性愛のみではない者又は性自認が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。）である
２人の関係をいい，次の各号のいずれにも該当する者とする。

（１）パートナーシップを形成している双方（以下，「双方」という。）が民法（明治29年法律 
　第89号）に規定している成年に達していること。

（２）双方に配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパート
　ナーシップを形成した者を含む。）がいないこと。
（３）双方の関係が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとさ
　れている者同士の関係（パートナーシップに基づき養子縁組をしていること又は養子縁組
　をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。）にないこと。

第３条の12　（第１項～第３項は略）
（第４項を新設）

４　結婚とは婚姻届を提出したもの以外に，届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情
にあるもの及びパートナーシップを形成したものをいう。（以下，「結婚」という。）

第３条の17　組合員が結婚(内縁関係を含む)したときは，結婚祝金を給付する。

第３条の17　組合員が結婚したときは，結婚祝金を給付する。

規程の改正について

改 正 の ポ イ ン ト

給付規程（組合員特別給付金）

給付規程（結婚祝金）
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口座登録申請書と口座登録変更申請書が1つの様式になりました

第３条の19　夫婦いずれかが組合員又は,夫婦双方が組合員である場合において，医療保険が適
用されない，配偶者間（内縁関係を含む。）で行う一般不妊治療（人工授精をいう。以下同
じ。）・生殖補助医療（体外受精，顕微授精及び男性不妊の手術をいう。以下同じ。）を受け
た夫婦に対して，助成金を給付する。

２　上記の助成は治療の事実に対して１回５万円とし，通算の助成回数は３回までとする。

第３条の19　組合員が，配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及
びパートナーシップを形成した者を含む。）間で行う医療保険が適用されない一般不妊治療
（人工授精をいう。以下同じ。）・生殖補助医療（体外受精，顕微授精及び男性不妊の手術を
いう。以下同じ。）を受けたときは，助成金を給付する。

２　上記の助成は，当該配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及
びパートナーシップを形成した者を含む。）間で行われた治療の事実に対して１回５万円と
し，通算の助成回数は３回までとする。

第３条の３　組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む（以下「配偶者」という。））が死亡したとき200,000円を給付する。

（第２項，第３項は略）
４　配偶者が内縁関係にあるときには，その事実を確認できる証明書を添えなければならない。

第３条の３　組合員の配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び
パートナーシップを形成した者を含む（以下「配偶者」という。））が死亡したとき200,000
円を給付する。

（第２項，第３項は略）
４　（出産補助金の第４項と同じ）

第５条　給付金等は，請求（申請）者又は給付対象者が口座登録申請書（事様式第３号）及び
口座登録変更申請書（事様式第４号）により届け出た本人口座へ送金するものとする。ただ
し，登録できる金融機関は遺族に送金する場合を除き，次のとおりとする。（以下，省略）

第５条　給付金等は，請求（申請）者又は給付対象者が口座登録（変更）申請書（事様式第３号）
により届け出た本人口座へ送金するものとする。ただし，登録できる金融機関は遺族に送金
する場合を除き，次のとおりとする。（以下，省略）

給付規程（不妊治療助成金）

特別見舞金規程（配偶者弔慰金）

給付に関する事務取扱要領（給付金等の支給方法）

改正後の規程はホームページでご確認ください。
トップ ＞ お知らせ ＞ 規程の改正について -2024（Ｒ６）.４.５
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貸付事業について

貸付保険料が変わります貸付保険料が変わります

貸付年利率について貸付年利率について

2024（令和６）年７月１日から次のとおり貸付保険料が変わります。

➡

　貸付保険料分は，過去３年間の貸付事故の金額や回収率等をもとに毎年改定されます。改
定後の保険料率は既貸付分にも適用されますので，貸付を受けている全ての組合員の負担が
増減することになります。

貸付事故を減らすために，貸付を受ける際は，計画的な借り入れをお願いします。

互助組合の貸付年利率は，国が定める基準割合以下に
しているため，他の金融機関と比べて低利率です。

貸付担当からのお知らせ 定年延長を迎える組合員の方へ

　互助組合の貸付は，すべての金融機関等（共済組合・教職員共助会を含む）から借り入れ
られている年間返済額の合計が給料月額の4.8倍を超える貸付は行わないものとしてい
ます。（借入状況等申告書兼貸付条件に関する同意書（事様式第14号））
　定年年齢が引き上がる方については，61歳に達する年度からの給料月額は概ね60歳に
達した年度の約７割になると思われますが，60歳を超えてからも同じ返済が続く場合，給料
月額に対する返済の負担割合が多くなってしまいます。
　定年年齢が引き上がる方で，貸付制度を既にご利用の方やこれからご利用予定の方は，
返済計画をしっかり立てて多重債務に陥らないようにご注意ください。

●給料月額
●年間返済総額 160万円

40万円 4.0倍
定年延長前

全ての貸付利率

年0.90％

例

●給料月額
●年間返済総額 160万円

28万円 5.71倍
定年延長後

年0.28％
年0.63％

住宅資金住宅資金 その他の資金その他の資金
年0.30％
年0.33％

繰上償還を行うことでその後の返済を減らすことができます。賞与支給月等まと
まった資金がある際にはご検討ください。（詳しくはお気軽にご相談ください。）ポイント

約半年分の給料を
返済に充てている
ことに…



（7）第160号2024年（令和6年）4月19日発行 互 助 組 合 だ よ り

まとまったお金が
必要なとき低金利で安心
給料・賞与から直接
返済できて便利

新規採用者の皆様へ新規採用者の皆様へ

教職員互助組合とは 福利厚生の向上と生活の安定のために
サポートいたします。

　教職員互助組合ってなに？
　一般財団法人鹿児島県教職員互助組合（通称「教職員互助組合」）
は，「鹿児島県教職員の共済制度に関する条例」及び「鹿児島県教
職員互助組合設立に関する規則」に基づき設立された鹿児島県の条
例団体で，県の教職員となった日から組合員となります。

　皆様の掛金・積立金が財源です
　掛金として給料の１／100の額を，積立金として2,000円を毎月納入していただきます。
掛金等は在職中の給付等に関わる財源となり，退職時には掛金の９割と積立金の全額を還付
します。

　さまざまな給付や貸付が受けられます

医療補助金，入退院旅費補助金，通院旅
費補助金，不妊治療助成金

結婚祝金，出産補助金，災害見舞金，療
養見舞金，休職者給付金，介護休暇給付
金，弔慰金など

指定保養施設利用補助，特別保養施設利
用補助

県内外200以上の
施設にお得に宿泊！
リフレッシュの
きっかけに◎

生活資金，自動車資金，教育資金，医療
資金，高額医療資金，住宅資金

手続きはお済みですか？
　４月分掛金・積立金の納入
　４月分の掛金・積立金が給与から自動振替できなかった方には「払込通知書」を送付して
います。期限までに必ず納入してください。

掛金等は，毎月の給与から「その他控除金」として，給与振込口座の「Ａ口座」から自動振替に
より納入されます。（給与口座振込の手続きが完了していれば銀行に行く手間がありません。）

　給付金受取口座の登録
　給付金受取口座を登録する必要があります。「口座登録（変更）申請書」（事様式第３号）
を未だ提出していただけていない方は大至急提出してください。

医療に関する給付 保養施設でリフレッシュ

お金を借りる

お祝いやお見舞い

ポイント

物入りなタイミングや
困ったときに

給付が受けられて安心
教職員だけの助け合いの
制度がうれしい
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今年度の変更施設です。ご活用ください。

各事業のお知らせとお願い各事業のお知らせとお願い
全教互陳情署名運動

署名にご協力を
お願いいたします

　「全ての世代が安心して暮らせる持続可能
な社会保障制度の確立と教職員が教育に専
念できる環境整備を求める陳情」の陳情書
（署名用紙）を各所属に配布してあります。この
陳情は，全国の教職員互助団体が連携して
社会保障の充実と教育環境の整備，教職員の
労働環境の改善等を求めるものです。国会議
員にみなさんの声を届けることで，互助団体
の課題を解決するきっかけにもなります。陳
情書の趣旨にご賛同いただき，多くの方の署
名にご協力をお願いいたします。

給 付 事 業

指定保養施設の
新規・取消施設

給 付 事 業

特定の年齢に限定した
給付があります

●特別保養施設利用補助費
　45歳または55歳のいずれ
かに達する年度が対象です。
組合員及び同伴者１人に宿泊
利用補助券（15,000円／人）を給付します。
　宿泊を伴う施設利用ができない組合員は
「ホテルウェルビューかごしま」の食事利用
補助券に変更することができます。この場
合，同伴者の人数は制限しません。１人利
用の場合は10,000円，複数人利用の場合は
25,000円を給付します。
　有効期限はその年度内のみです。

　能登半島地震で犠牲になられた方へ哀悼の意
を表するとともに，被害を受けられた方に心よ
りお見舞い申し上げます。当互助組合では，被
災された方々への救援活動を支援す
るため，被災地団体災害見舞金とし
て，20万円を全国教職員互助団体協
議会を通じて送金いたしました。

給付請求

給付の有無にかかわらず，結婚歴・
出産歴のない方が給付の対象ですの
で給付対象外です。（結婚歴・出産歴
の両方のない方が対象です。）

過去に結婚・出産歴がありますが，
結婚祝金や出産補助金の給付を
受けていないので組合員特別給
付金の給付を受けられますか？

今年度の対象者には「特別保養施設
利用補助券申請書について（通知）」
を送付していますので詳細をご確認
ください。

よくある質問よくある質問

または
45歳
55歳
45歳
55歳

令和６年 能登半島地震見舞金

●組合員特別給付金
　組合員期間が10年以上で，
50歳に達したときまでに結婚
歴・出産歴のない組合員に
50,000円を給付します。
　53歳の誕生日の前日までが請求期限です。

50歳50歳

※  全ての指定保養施設の一覧はホームページでご確認ください。

新 

規 

施 

設

取 

消 

施 

設

ホテル・レクストン鹿児島
ホテル・レクストン鹿児島　アネックス
鹿児島サンロイヤルホテル
ソラリア西鉄ホテル鹿児島
手塚ryokan
ＲＩＴＡ出水麗
ホテルサンデイズ奄美
ゲートイン鹿児島
鳴海旅館
シティーホテル加世田
かごしま空港ホテル
Ａctive Resorts霧島
Hotel &Resorts   SAGA-KARATSU
阿蘇プラザホテル
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よしよしヒットした(^▽^)/
さて，宿泊利用補助券の
申請画面はっと・・・

いやいや，LINEの友達登録
すればトーク画面から
ワンタップですよ！

今回の答えは，締切日以降にホームページ（https://kyogo.or.jp/）で案内いたします。

Ⓐ～Ⓓのマスに入る数字を使って，
Ⓐ＋Ⓑ×Ⓒ－Ⓓの計算の答えは？

数字パズル  モノノナ
問題

●応募方法
互助組合ホームページの応募専用フォーム，または郵便はがきに
下記の事項を記入のうえ，応募してください。正解者の中から，
抽選で10名様にクオカードを進呈いたします。
①問題の答え ②郵便番号 ③住所 ④氏名 ⑤組合員番号 ⑥感想等
※  感想等は「互助組合だより」で紹介させていただく場合があります。

第159号の答えは「しぶさわえいいち（渋沢栄一）」でした。342名の正解者の中から抽選の結果，次の方々に「図書
カード」を送付しました。おめでとうございました。（敬称略）
松元一生・原口真希・上ノ町友紀・福永秀樹・副田明彦・井上佳昭・瀬戸口浩司・吉元正信・有馬守男・下畠久雄

応募専用
フォームはこちら▶

●応募締切　2024（令和６）年５月31日（金）必着
●応 募 先　〒892-0841 鹿児島市照国町11-35
　　　　　　鹿児島県教職員互助組合「パズル」係

■モノノナ（ナンプレ）のルール

■解き方

①　すべてのタテ列，ヨコ列で，１～９の数字がひとつず
　つ入ります。
②　太線で囲まれたブロック内にも，１～９の数字がひと
　つずつ入ります。

●の入ったマスに注目してください。
●には「１」が入ることが分かります。
★の入ったマスに注目してください。色のついたマスには
　「９」は入らないので★には「９」が入ることが分かります。

組合員の皆様からお預かり
している貴重な財源を守り
ましょう！！

プラウザ起動して・・・

LINE公式アカウント

①ホーム画面で友達追加マークをタップ
②友だち追加画面でQRコードを選択
③右のQRコードをスキャン
④追加ボタンをタップ

登録口座変更の
ご協力をお願いします
　ゆうちょ口座への送金手数料だけ
で，年間約300万円かかり，組合員
の掛金で負担しています。
　送金手数料無料のろうきんもしくは
鹿銀県庁支店の口座へ，変更が可能な
方はご協力ください。

Ⓓ

Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

９

６

８

２

８

3

３

５

４

１

２
３
７
９

４

１

９

２

８

６

４

２
５

１

５
４

７

７
２

３
８

４

９
５
９
６

９

■登録はこちらから

互助組合  鹿児島
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次回の互助組合だより　次号は2024（令和６）年６月21日発行予定です。

会館利用案内 互助組合の会議室をご活用ください！！

互助組合駐車場

●入庫時には会員証を提示し，組合員番号・
氏名を伝え，管理人の指示に従い駐車をお
願いします。
●開門前の路上や歩道での駐車は渋滞や事故
の原因となりますのでしないでください。

開門：午前８時30分～閉門：午後６時20分
事務局への要件のみ
１時間以内
１時間～４時間
４時間～６時間
６時間以上
泊（18：20～翌８：30）

無　料
100円
200円
300円
400円
500円

駐 

車 

料 

金

　本号は，「クロスワードパズル」に代わり
「数字パズル  モノノナ」を９ページに掲載しています。
　是非，チャレンジしてみてください！！

●会員証の提示で全国各地の協定施設にて
会員特典が受けられます！ 

●互助組合の駐車場利用時に使用します！

ログインして右の画面を提示
すればＯＫ！！

会 員 証

午 前
９～12時

午 後
12～17時

夜 間
17～18時

160人
90人
50人

18人

800円
600円
400円

400円

1,200円
900円
700円

700円

300円
200円
100円

100円

種　　別 収容可能
人　　数

予約は利用日２か月前の
月初日の午前８時30分
から受け付けていますので，
電話又は窓口
にてお申込み
ください。

大
会
議
室

中
会
議
室

小
会
議
室

第
２
小
会
議
室

大 会 議 室
中 会 議 室
小 会 議 室
第2小会議室
（旧和室）

要予約




